
 

 

京田会 会則 

（名 称） 

第１条 この会は京田会と称する。（以下「会」と称する。） 

（会 員） 

第２条 会は、京田区域の企業をもって構成する。 

（事務所） 

第３条 会の事務所は役員担当企業に置く。 

（目 的） 

第４条 この会は、会員相互および会内外の企業との協力、協調のもとに、地域生活環境の整備や防災な

どに努め、または行政との協議・協力をすすめつつ企業のための地域的な共同活動を行うことを目的

とする。 

（事 業） 

第５条 会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業等を行う。 

(1) 会員相互の親睦に関する事業 

(2) 会内外の各種団体との連絡調整 

(3) 行政情報の活用および行政との連絡協議 

(4) 地域の将来計画に関する事業 

(5) 会員相互および会員外企業との協業による企業の発展に関する事業 

(6) その他会の目的達成に必要な事業 

（役員の種類） 

第６条 会に次の役員を置く。 

(1) 会長１名 

(2) 副会長３名 

(3) 幹事 10名以内 

(4) 監事２名 

（役員選出の方法） 

第７条 会長、副会長、幹事、監事は総会において会員の中から選出する。 

（役員の任務分掌） 

第８条 各役員の任務を以下に定める。 

(1) 会長 会を代表し、会務を統括する。 

(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 

(3) 幹事 催し物の準備や進行、事務手続き、運営を行う。 

(4) 監査 会の会計監査を行う。 

 （任 期） 



 

第９条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。 

ただし、会長職は引き続き３期６年を超えることはできない。 

（会議の招集） 

第１０条 定時総会は年に１回開催する。臨時総会は会員の３分の１以上の請求があった時、または役員

会において総会開催の議決があったときに会長が招集する。 

（総会） 

第１１条  

1、定時総会を年に 1回開催し、次の事項を議決する。 

(1) 事業報告の承認 

(2) 会計決算の承認 

(3) 事業計画の承認 

(4) 会費改訂の承認 

(5) 予算の承認 

(6) 会則の改正 

(7) 役員の選出 

(8) その他会の重要事項に関すること 

2、定時総会は会長が招集する。 

3、定時総会は二分の一以上の出席または委任状がなければ成立しない。 

4、定時総会は出席者の過半数をもって議決する。 

（協力組織） 

第１２条 会は、地域の諸組織および各種関係団体と協力して、会の目的の実現に務める。 

（会計年度） 

第１３条 会の会計年度は毎年７月１日に始まり、翌年６月末日に終わる。 

（収 入） 

第１４条 会は次の収入により運営する 

(1) 会費 

(2) 寄付金 

(3) 補助金 

(4) その他 

（会 費） 

第１５条  

１ 会の会費の納入は１企業あたり月額１千円、年額１万２千円とする。会費は原則として次の会計年度

の年額を６月末日までに一括で前納するものとし、方法は振込によるものとする。ただし、会へ入会

した初年度においては、入会後に入会月の翌月から起算し、翌６月までの月額の合計額を遅滞なく納

入するものとする。 

２ 納入された会費は、原則として理由のいかんにかかわらず払い戻さない。 



 

 

（監査と報告） 

第１６条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。 

（反社会的勢力の排除） 

第１７条 以下に該当するものについては、入会を認めない。 

(1) 反社会的勢力であること。 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、

反社会的勢力を利用する等していること。 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的あるいは積極的に反社会

的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

（入 会） 

第１８条 会に入会しようとするものは、会長に届け出るものとし、役員会の承認を得て会員とする。団

地内の区域に開業した企業があったときは、会はその企業にこの会の趣旨を説明し、加入の案内をす

るものとする。 

（脱 会） 

第１９条 会員の脱会は次の場合とする。 

(1) 京田区域の企業でなくなったとき。 

(2) 申し出があったとき。 

（慶 弔） 

第２０条 会員企業の代表者の慶事または弔事の場合に、会長、副会長が協議のうえ、それぞれ祝金また

は弔慰金を贈ることができる。 

 

 

附 則 

（会則の改廃） 

１ 会の会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。 

（施行日） 

２ 会則は２０１７年７月３日から施行する。 

  令和 1年７月１７日 一部変更 

  令和２年７月１５日 一部変更 

  令和７年７月３１日 一部変更 

 

 


